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静岡県産材証明制度の運用等に係る  Ｑ＆Ａ 

     

静岡県環境森林部林業振興室 

 

              

 

■ 制度の運用上の取り扱い等 

   „᾿ ’ ’”Ὸ῀  

   ‚  ⁵‍  ̓”―‮ ᾿ ‚
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■ 制度の運用上の取り扱い等 

 

Ｑ１／静岡県産材証明制度は、強制的な制度なのか。 

‖ ῀ ” „᾿ ” ‚ “⁮⁵⁴  ͂

      ‴‍᾿ ” ₀ ᾿  ⁴‾”‖‾’΅  ͂

 

 

Ｑ２／県産材取扱業者に認定された場合、すべての丸太、製材品等に県産材販売管理票（管

理票）を付けて売買しなければならないのか。 

 ”―‮ ‚ ₀ ῾―  ⁴ „’΅  ͂

      ₀ ‗ ⁴ ‚ ⁯᾿ ₀  ⁵‍΅  ͂

 

 

 

 

  

 

Ｑ３／元となる管理票に対して、すべて管理票を発行しなければならないのか。 

‗’⁴ ” ‖᾿ ‗’⁴ ”‹₀  ⁴  ͂

 

 

Ｑ４／複数の管理票（２次、３次等）を１つにまとめて（３次、４次等）発行できないか。 

‗’⁴ –‚  ―᾿ ” ₀  ⁴ ‗₀  ⁴῀ ‗’⁴

₀‴‗‼―᾿ ₀  ⁴ ‗„‖Ὼ’΅῀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ” ’ ” „᾿ ‚ ₀  ― ₀  ⁴ ‗Ό ‚’⁴  ͂
  ‗’⁴ ” Ό’῾⁵‟᾿ ‚–’Ό⁮’΅ ‖᾿ ’ ₀ ⁴ ‚
’⁴‗᾿ ‖  ⁴ ‗‚’⁴ ‗ Ὸ⁮᾿ Ό ‒Ὸ⁯ ―΅’΅‗ ‚  ‍ „
 ῼ’⁴‗  ⁵⁴  ͂

   ”‍‼᾿ ” ‚ ⁸⁮ ‖Ὼ⁴ ⁯ ₀  ⁴ ‗Ό ‴ ΅  ͂

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ⁵‍ ” ῲ ⁞ ” ῲ ₀‴‗‼―  ⁴‗᾿ ‖” ”

‖„᾿ ” ’ ║ ” ⁯ Ό‖Ὼ’ῼ’⁴  ͂
   

�¨ �±�³�Ô �%� �̧Z  
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Ｑ５／県外の素材生産業者が、県内の山で伐採し、県内で販売された木材に対して県産材を

証明したい場合はどうすればよいか。 

” Ό᾿ ₀  ⁴ ΌῬ⁴  ͂

       ”‍‼‚„ Ή̓ ῌ” ₀ ῾⁴Ὸ ⁞̓›₀ ’΅ ΌῬ⁴ „᾿

‚ ” ₀ ῾⁴ ΌῬ⁴  ͂

 

 

Ｑ６／県内で伐採された木材を、県外の工場で、加工して県内で使用しようとする場合、こ

の県産材証明はどうするのか。 

 ” „᾿ ” ‖Ῥ⁴  ͂

       ” ‖” ‗„ Ή̓ ‖  ⁵‍ ₀ ‖  ‍ ῌ‗

₀  ―΅⁴  ͂

 

 

Ｑ７／原木市場にしか出荷しない素材生産業者は、県産材取扱業者に認定申請する必要はな

いのか。 

‚„᾿ „’΅  ͂

      ‍‎ ᾿ „᾿ ‚ ⁸‒―᾿  ⁴ Ό  ⁮⁵⁴‍‼᾿

‚–΅―„ ‚ ΅‍΅  ͂

     

 

 

 

 

Ｑ８／素材生産者や木材加工業者等が構成員となった団体等の組織が、県産材取扱業者にな

った場合、その構成員が管理票を発行してもよいのか。 

„᾿ ” „‖Ὼ’΅  ͂

      ” Ό  ⁴ ‗„ ‚᾿ ‾Ή ῌ  ⁵

₀  ⁵‍΅  ͂

 

 

 

 

 

 

 

 

  ‖ ” ₀ ‚ ‍ „᾿ ’‘‖ ‖Ὼ’΅ ⁞
Ό ” ‚  ―” ‖Ῥ⁴  ͂

  ₀ ῲ „᾿ ⁮ ₀  ⁴Ή ῌ‚’⁯᾿
‖‾ ‚ ₀  ―΅ῼ ‗₀  ⁴  ͂

  ‗​” ” ‗„᾿ ‖Ῥ⁯᾿ ”   ⁯„‖Ὼ’΅ ‗‚’‒―΅⁴  ͂
  ” ’ ₀ ⁴‍‼᾿  ᾿ ” ‗ ‍  ͂
  ” „᾿ ‖Ῥ⁯ ​̓” ” ₀  ᾿ ῃ” ” ‚ῷ΅
―  ⁴ ‖Ῥ⁴  ͂
  ῃ” ‚ ₀ ῴ―  ⁵⁴ ‖„’ῼ ‴̓‍​” Ό ” ₀  ⁴
”‾”‖‾’΅  ͂
  ’ῷ᾿ ‗ ―᾿ Ό ₀  ⁴ ‗‗ ―΅⁴  ͂
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Ｑ９／例外規定として、やむを得ない場合は県（農林事務所）が管理票の交付等を行うとは、

どういう場合で、その取扱はどのようになるのか。 

⁞›₀ ’΅ ” ‗ ―᾿ ‖ ‚ ₀ ―ῷ⁮ ᾿

” ₀ ῲ ⁞᾿ ΌῬ‒― Ό‖Ὼ’΅ ’‘₀  

―΅⁴  ͂

      ‴‍᾿​” ‖Ῥ⁴Ό᾿ „᾿ ‚  ― ‼ Ό ‒―

΅⁴ ‖  ⁴ ‗‚’⁴ (͂ Ό ’ ‚–΅―„᾿  ’΅  ͂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１０／なぜ木材業者登録による県産材取扱業者認定をするのか。 

”ῲ‏ ₀ ⁯ ῲ ” ₀ ⁮Ὸ‚ ᾿ ” ’ ₀

⁴ ₀  ⁴ ‗᾿‴‍᾿ ‗ ― ‖Ὼ⁴ ”

₀ ⁮Ὸ‚ ⁴‍‼‚ ║ ₀ ‗ ‍  ͂

 

 

Ｑ１１／赤伝（返品処理）については、管理票をどのように処理したらよいか。 

‚  ‍ ” ᾿ ₀ ΅᾿ ’ ” ᾿ ‚

‼⁴ ‗‗ ⁴  ͂

 

 

Ｑ１２／静岡県産材証明制度に係る経費負担はどのようになっているのか。 

‚ ⁴ „᾿ ‖Ῥ⁴  ͂

        ‍‎ ᾿ ” ‚–΅―„᾿ ”

ΌῸῸ⁴”‖᾿ ‚   ⁵‍΅  ͂

                 

 

Ｑ１３／県産材取扱業者の供給情報は、どのようにＰＲされるのか。 

„᾿ ‭ ≥₰⅍₀  ⁴ ‖Ῥ⁯᾿

„᾿ ‎῾‖’ῼ᾿ ₀ ‼―΅⁴Ή ‗ ” ῌ

”∏╒√∆╒₯‚ ΅‍ ₀  ᾿ ⁭⁯ ῼ ᾿  ―

΅ῼ ‖Ῥ⁴  ͂

＜県産材取扱業者（「Ａ者」とする。）‗例外規定による管理票発行者（「Ｂ者」とする。）” ΅  
�g „᾿ ” ’ ‚  ⁴‍‼᾿ ‚⁭⁴ ᾿ ₀ ῾⁴ ‗‚’⁴  ͂
�g ”    ‚  ‍‴‗‴‒‍ ” ” ₀ ῾⁴ ‗Ό‖Ὼ⁴  ͂
                 Ό ‴⁵⁴ ”‹” ” ₀ ῾⁴ ‗‚’⁴  ͂
                      Ό  ‍ ‖” Ό  
ṳ   ⁵⁴  ͂
                  ⁵’΅  ͂
ṳ        ≥₰⅍ • ‗ ―”  
                 ≥₰⅍”‹  ͂
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Ｑ１４／合板などは、管理票の数量記載方法をどのようにすればよいか。 

Ό ⁯᾿Ὸ– ‚ ‖Ὼ⁴ ‖ ῲ῀ ᾿  

 

   

【参 考  １】 

 

■ 公共事業等との関係 

 

Ｑ１／公共事業において、当該制度により県産材を使用する量はどのくらいを見込んでいる

のか。 

‖„᾿ ” ┤ ‖ ‭” ₀

᾿ ‭” ₀  ⁴ ‖Ῥ⁴  ͂

      ∂╒₰‚  ⁴‗​⁵‌⁵ ᾿ ‗’⁴  ͂

       ⁮‚᾿ ‭” ₀ ‒―΅ῼ  ͂

 

 

Ｑ２／県産材を円滑に供給するためには、具体的発注情報をいち早く提供してほしい。 

⁭⁯᾿ ‖” ” ₀ ⁴‍‼᾿ ” ₀

 ―Ὼ―ῷ⁯᾿ ‾ Ὼ Ὼ᾿  ―΅ῼ ‖Ῥ⁴  ͂

      ‴‖„᾿ ” Ό ’Ὸ‒‍‍‼᾿ ‚ ” Ό ⁸⁯ ΅ Ό

Ῥ‒‍‗ ῴ⁮⁵⁴  ͂

      ᾿ ” ₀  ⁴‚Ῥ‍⁯᾿ Ό ‚’⁴‍‼᾿ ₀

 ― ‚ Ό ⁸⁴ ‗Ό  ⁵⁴  ͂

      ‴‍᾿ ‗ ―‾᾿ ” Ό ‚ ‖Ὼ᾿ ‴‖ ‚

Ό ‚ › ‗Ό  ⁵⁴  ͂

      

 

Ｑ３／公共事業等で、間伐材の証明を求められる。間伐材を証明する制度にできないか。 

‚⁭⁯  ⁵‍ ₀ ‗ ₁‖΅⁴Ό᾿ „ ₀

 ⁴ ‗₀ ‚ ‍ ‖Ῥ⁴  ͂

      ” ‖᾿  ⁵‟ ₀  ⁴ ‗„ ‗ ῴ⁮⁵⁴Ό᾿ Ό

⁭⁯ ‚’⁯ ‚ ₀  ⁴ ‗Ό  ⁵⁴  ͂

      ᾿ ₀ ‗ ⁴‗΅ῲ ‗‖᾿ ῴ―΅ῼ ‗Ό ‴ ΅  ͂

 

 

Ｑ４／公共土木工事等で間伐材等の小径木が、大量に要求された場合など、山奥の搬出経費

が高くなる場所からも量を確保するために搬出することになる。 
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      市場では、他県から安価の材が流通しており、これらと同じ土俵で価格が形成される。  

      これらと同じ単価で設計されても、材を確保するのは難しい。 

      県は、この点をどのように対応していくのか。 

‖” ” –” ‖Ῥ⁴᾿ ₀ ‼― ₀ ⁴ ‗‚–

’ ⁴‍‼‚„᾿ ῲ ‍ ₀  ―΅ῼ ΌῬ⁴  ͂

      ‚ ῾―᾿ ‗ ” ₀  ᾿ ’ ‚ ‼―

΅ῼ ‖Ῥ⁴  ͂

 

 

Ｑ５／しずおか優良木材も県産材証明制度の適用を受けるのか。 

  ῷῸ „᾿ Ό ‼⁴  ῷῸ ‚  ⁴

‖Ῥ⁯᾿ „᾿ ” ‚ῷ΅― ₀  ―΅⁴  ͂

        ⁴Ὸ‘ῲῸ„᾿ ” ‚ “⁮⁵⁴  ͂

 

 

Ｑ６／材工分離発注等の公共事業実施を検討願う。 

‗ ―„᾿ ” ⁞ ” ₀  ―᾿ ”

‚ ‼―΅⁴῀ ‚–΅―‾  ―΅ῼ  ͂

      ‗ ―‾᾿ ” ‚ ῾― ῲ  ͂

  

【参 考  ２】 

 

■ 制度への要望 

 

Ｑ１／流通業者となると複数の仕入があり、管理票による管理は非常に煩雑になることが予

想される。製品毎にラベリングした方が、はっきりするのでラベリングを検討願いたい。 

᾿ ‚ῷ΅―„᾿ ‚≤∂≥└₧„ ‗₪₰⅍ΌῸῸ⁯᾿  ΅

ΌῬ⁴῀‴‍᾿≤∂≥└₧‎῾‖„᾿ ” ’ ₀  ⁴‍‼” ᾿ Ό

‖Ὼ’΅‗΅ῲ ‾Ῥ⁴  ͂

      „᾿ ⁵‖ ‖Ῥ⁴‗΅ῲ ‗‖„’ῼ᾿  Ὼ‮ „  ᾿⁭⁯ ΅

‗ ―΅ῼ ῴ‖Ῥ⁴  ͂

 

 

Ｑ２／管理票に通しナンバーを付した方がよいのではないか。 

”   ⁯ ” Ό’΅⁭ῲ‚ ⁴‚„᾿ ’ ‖Ῥ⁴Ό᾿  ⅓└ↄ

╒₀   ‗⅓└ↄ╒ Ό ‚’⁴ ‗Ὸ⁮᾿ ” ‚⁭⁴℅ₓ№₦

₀ ῴ―΅⁴  ͂

      ΅ ⁵‚ ―‾᾿ ” Ό ‖Ῥ⁯᾿ ” ”‾‗‚
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” ’ ‚ ‼⁮⁵‍΅  ͂

 

 

Ｑ３／市町村への普及や民間（住宅）部門への普及を図る上でも、産地の明示を期待する。 

‚ ₀  ‍ ” „᾿ ‖  ⁵―ῷ⁯᾿΅–᾿

‘ ‖᾿‘”⁭ῲ‚ ║  ‍Ὸ₀ ‖Ὼ⁴Ή⅍⌐╒€→≥Ω₉╒ῌ” Ό

 ―΅⁴  ͂

      ” ‚„᾿ „Ῥ‒―‾᾿ „’΅  ͂

      ᾿ ‚ῷ΅―‾᾿ ῼ” ” ‖ ₀–ῼ⁴ ’‘ ‭” ‾

‴⁯––Ῥ⁴  ͂

       ῲ ‍ ” ‖ Ή̓‘ ‖  ⁵‍ ’”Ὸ ‘̓ ‖ ║ ᾿  ‍

’”Ὸ⁸Ὸ⁮’΅ ῌ͂‗΅ῲ ” ₀  ―᾿ ”‘ ” ‖  ⁵ ‘̓”

⁭ῲ’ ₀ ‍ ’”Ὸ₀ ‚ ―΅ ῲ‗ ⁴”Ό ‖Ῥ⁯᾿ ”

‎῾‖’ῼ᾿ ᾿ ‭” ₀  ―΅⁴  ͂

 

 


